
被害者支援週間

11月25日から12月１日までの被害者支援週間に合わせて、被害者支援シンボルマ

ーク「ギュっとちゃん」のぬいぐるみを自主製作し、署の窓口に展示しました。

来訪者の中には、初めてギュっとちゃんを見た方もおられたため、このシンボル

マークの紹介にあわせて、被害者への理解や支援の大切さを啓発し、犯罪被害に関

わる課題を身近に感じてもらうことができました。


